
障第４４２号  

令和６年６月１０日  

 

 指定就労継続支援Ｂ型事業所運営法人代表者 様 

（岐阜市所管の施設等を除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

目標工賃達成加算の取り扱いについて 

 

日頃より県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和６年６月４日付けで厚生労働省より事務連絡として「令和６年度障害福祉サービ

ス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月２９日）」の正誤（その３）について」

及び「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について（その３）」が通知さ

れました。 

この通知において、就労継続支援Ｂ型の「目標工賃達成加算」の考え方のうち、目標工賃達

成加算の対象となる工賃目標の算定にあたり用いる全国平均工賃月額の年度が修正され、令和

６年４月に遡り適用することとされました。 

指定就労継続支援Ｂ型事業所において、目標工賃達成加算を算定する場合は、下記の修正内

容を確認いただき、加算要件を満たさない場合は、提出済みの体制届書を修正いただくととも

に、加算の返還（過誤調整）手続きを行っていただくようお願いします。 

 あわせて、今回の通知に伴い、工賃向上計画の修正が必要な場合は、必要な修正を行ってい

ただきますようお願いします。 

 

記 

 

変更後 

令和５年度（前年度）目標平均工賃月額 

≧令和４年度（前々年度）実績平均工賃月額＋全国平均工賃月額差額 

全国平均工賃月額差額 

＝令和３年度全国実績平均工賃月額―令和２年度（前々々々年度）全国実績平均工賃月額 

 

変更前 

令和５年度（前年度）目標平均工賃月額 

≧令和４年度（前々年度）実績平均工賃月額＋全国平均工賃月額差額 

全国平均工賃月額差額 

＝令和４年度全国実績平均工賃月額―令和３年度（前々々年度）全国実績平均工賃月額 
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